
 審査内容 配点

1 本事業の趣旨や目的を十分に理解しているか。
１０

（最高5×2）

2
業務委託仕様書を踏まえた内容で、業務目的が達成される企
画となっているか。

１５
（最高5×3）

3
参加者の募集方法は、具体的でより多くの参加者を確保でき
る内容となっているか。

１０
（最高5×2）

4 本業務を確実に遂行可能な運営体制が確保されているか。
１５

（最高5×3）

5
本業務を受託するのにふさわしい専門性や実績を有し、良好
か。

２０
（最高5×4）

6
本業務を実施するにあたり、関係機関との連携調整を十分に
取ることができるか。

１０
(最高5×2)

7 業務スケジュールは妥当なものであるか。
５

(最高5×1)

8 個人情報の管理体制、保管連携方法が整っているか。
５

(最高5×1)

9 経済性
経費の積算は経済性が図られたものであるか。
※（１－(見積額／予定価格)）×５（小数点以下四捨五入）

５
(最高5×1)

10 その他 その他創意工夫がみられるか。
５

(最高5×1)

100

基準点 内容

5 優れている

4 やや優れている

3 普通

2 やや劣っている

1 劣っている

【審査方法】

（１）委員は、各審査項目について審査を行い、５段階で採点する。

（２）全ての委員の点数を集計し、最高得点の参加者から優先順位をつける。点数が同点の場合は、

　　以下の順とする。

　　①最高得点（同点を含む）の採点をした委員数が多い。

　　②点数で単独最高得点の採点をした委員数が多い。

（３）（２）でつけた優先順位をもとに、以下①～③をすべて満たす参加者に決定する。

　　①企画提案競技実施要領で定める参加資格を満たしている。

　　②委託料の合計が企画提案競技実施要領で示した上限額以内である。

　　③最低基準点は、委員の総合得点の平均が50点以上とする。

（４）参加者が１者だけの場合、委員の合計点数が最低基準点である50点（満点100点×５割）以上

　　となったとき、その参加者を受託候補者として決定する。
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